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心も体も美しく



pick up会員さん
掲載ご希望の方は美濃加茂商工会議所
(☎24-0123)までご連絡ください。

わくわくみのかも　２

掲載希望の事業所を募
集しています！
お気軽にお問合せくだ
さい！！(☎24-0123)

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

　美濃加茂商工会議所では、新型コロナウイルスの流行により、影響を受ける又は

その恐れがある中小企業・小規模事業者の経営上の相談対応を行うため、相談窓口

を設置しました。

　新型コロナウイルスによる事業への影響

を受ける事業者様へ支援施策に関する情報

提供や経営におけるご相談を受けつけてお

ります。

　なお、専門家（税理士、中小企業診断士、

社会保険労務士等）への相談を希望される

場合、事前の予約が必要となりますので、

お電話にてご予約ください。

　　　窓口営業時間

　　　　　平日９時～17時

　　　　　TEL:0574-24-0123　　

NO.５６　　 fleurir
●事業内容と設立

　２０１８年９月１３日設立

　まつげエクステ(Eyelash)

　歯のセルフホワイトニング

　ネイル・着付けヘッドスパなど

●こだわりや特徴

　トータルビューティーサロンと

して、ヘアー・メイク・きもの着

付け・カラーセラピー等、心身ト

ータルで更に美しくなって頂くた

めに、東京のサロンでの豊富な経

験と確かな知識

で、お客様一人

一人に合わせた

サービスをご提

供いたします。

　３月より新た

fleurir(フルリー)

経営者：山田えり

営業時間：１０時～１９時

定休日：日曜・木曜

　　　　完全予約制

住　所：太田町3527-6 ２F

ＴＥＬ：0574-49-6631

にセルフホワイトニングの機械を

導入しました。身体への負担もな

く染みたりしないので、興味のあ

る方はご来店下さい。

●今後の目標

　美濃太田駅前を、笑顔を咲かせ

るお手伝いで明るい商店街にして

いきたいです。

　そのためにも、たくさんの方に

ご利用していただけるようなお店

を作っていきます。お花やカラー

診断に興味のある方も是非ご利用

ください。

　歯のホワイトニングと聞くと、染
みて痛かったり高額だったりするイ
メージですが、フルリーさんの機械
は安価ででき、一度利用するだけで
も効果が見られるとのことで、とて
も魅力的に感じました。

　　　　　　　　　 (会議所：武市)

今月の表紙 フルリー

Line@ インスタグラム

開設のお知らせ



　　 経営環境の整備
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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け施策
　　　　資金繰り

◆雇用調整助成金の特例措置 ◆無利子・無担保融資
事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練
又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合
に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
　【特例の対象となる事業者】
　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業
　【特例措置の内容】
　①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
　②生産指標（売上高等）の確認を10％から5％に緩和
　③雇用指標（最近3ヶ月の平均値）を撤廃
　④事業所設置後、1年未満の事業主も対象
　⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5
　　（解雇等を行わない場合、大企業は3/4、中小企業は9/10）
　⑥雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象
　⑦雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未
　　満の労働者も助成対象に
　⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主について
　　ア  前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなく
　　　  ても助成対象に
　　イ  支給限度額から過去の受給日数を差し引きません

◆小学校等の臨時休業に伴う
　保護者の休暇所得支援

　【対象事業主】
　①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に
　　対し、労働基準法上年次有給休暇とは別途、有給（賃金全額
　　支給）の休暇を所得させた事業主
　①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等
　　をした小学校等（※）に通う子ども
　※小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校
　（全ての部）、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園
　②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校
　　等を休むことが必要な子ども

　【支給額】
　休暇中に支払った賃金相当額　×　10/10
　※支給額は8,330円を日当上限とする
　※大企業、中小企業ともに同様

　【適用日】
　令和2年2月27日～3月31日の間に所得した休暇
　※対象となる休暇所得の期限を延長し、令和2年4月1日から
　6月30日までの間に所得した休暇等についても支援を行う予定
　です。
　※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ
　以外は一般会計から支給　

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等
に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う
所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休
暇を所得させた企業に対する助成金を創設します。

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染
症による影響を受け業況が悪化した事業者（事業
性のあるフリーランスを含む）に対し、融資枠別枠
の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利と
し、融資後3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。
据置期間は最長5年。

◆マル経融資の金利引き下げ
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減
少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、
別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付
金利から▲0.9％引下げする。加えて、据置期間を運
転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。
3月17日より制度適用開始。

◆セーフティネット保証４号・５号
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一
般保証（最大2.8億円）とは別枠の保証の対象とする
資金繰り支援制度。

〇セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、　
一般枠とは別枠（最大2.8億円）で借入債務の100％
を保証。
※売上高が前年同月比▲20％以上減少の場合

〇セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般
枠とは別枠（最大2.8億円、4号と同枠）で借入債務
の80％を保証。
※売上高が前年同月比▲5％以上減少等の場合

【4号の対象地域及び5号の対象業種】
SN4号：全都道府県対象
SN5号：4月8日151業種を対象に追加。(全738業種)
　　指定業種は経産省・中企HPをご確認下さい

【お問合せ先】
岐阜労働局　　　　　　TEL：058-263-5650
ハローワーク美濃加茂　 TEL：0574-25-2178

【お問合せ先】
相談コールセンター　TEL:0120-60-3999
詳細は［新型コロナ　休暇支援］で検索

【お問合せ先】
日本政策金融公庫　事務資金相談ダイヤル
　　　　　　　　　TEL：0120-154-505

【お問合せ先】
日本政策金融公庫
または、お近くの商工会・商工会議所

【お問合せ先】
岐阜県信用保証協会
　　　　　　　　TEL：058-276-8123

当所「新型コロナウイルス対策相談窓口」にて相談を受け付けております。
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美濃加茂商工会議所開催分　各種検定試験中止のお知らせ

　美濃加茂商工会議所では、新型コロナウイルスの感染拡大状況に鑑み、受験者及び関係
者の感染防止や安全を考慮し、下記検定試験の実施を中止させていただきます。
　当商工会議所での検定試験受験を予定し、準備を進めておられました方におかれまして
は、状況をご賢察いただき、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

　　　・第155回日商簿記検定　　　　　　　　　（施行日：令和２年５月１４日（日））
　　　・第219回珠算検定・第130回段位認定試験   （施行日：令和２年６月２８日（日））
　　　・第44回福祉住環境コーディネーター検定　（施行日：令和２年７月　５日（日））

　なお、美濃加茂商工会議所としては、試験施行を中止いたしますが、日本商工会議所とし
ては現時点において試験を施行する予定であり、近隣の商工会議所においてはお申し込み
を受け付けている場合がございます。
　詳しくは各検定公式ホームページ、および各商工会議所ホームページ等をご覧下さい。

問い合わせ先：総務振興課　　TEL0574-24-0123　

　「おん祭MINOKAMO２０２０夏の陣」開催に向けて検討を進めておりましたが、今般の
新型コロナウイルスの感染拡大は依然として予断を許さない状況にあり、全国に緊急事態
宣言が発令されました。さらなる感染拡大防止と関係各位の健康及び安全を第一に考慮し、
本年度の「夏の陣～市民花火大会～」につきましては、開催を中止といたしましたのでお知
らせ申しあげます。
　また、「秋の陣～太田宿中山道まつり～」につきましては、現在開催の予定で準備を進めて
おりますが、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止となる場合もあり得
ますことを申し添えます。
　なお、来年度の「夏の陣～市民花火大会～」につきましては、開催に向け準備を進めて参
りますので、ご理解ご協力の程、何卒よろしくお願い申しあげます。

記
　　　　　　　　１.【開催中止】
　　　　　　　　　　　　夏の陣～市民花火大会～
　　　　　　　　　　　　開催日：令和２年　８月　１日（土）

　　　　　　　　２.【開催予定】
　　　　　　　　　　　　秋の陣～太田宿中山道まつり～
　　　　　　　　　　　　開催日：令和２年１０月１８日（日）

おん祭MINOKAMO２０２０
「夏の陣～市民花火大会～」開催中止のお知らせ
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〇美濃加茂市おうちごはん協力店を募集します〇
　新型コロナウイルスの影響により市民の皆様に外出自粛が求めら
れているため、営業活動に大きな影響を受けている飲食店では、新
たにテイクアウトのサービスを行う事業所が増えています。
　そこで、美濃加茂市ではテイクアウトサービスの実施をPRして広く
市民に利用を促すことを目的に、「美濃加茂市おうちごはん」と称し
た次の情報発信を行うため、協力店を募集しています。

　・市公式ホームページにおけるテイクアウト実施店舗の紹介
　・のぼり旗の配布（伸縮ポールは市から貸与）

　協力店の募集は美濃加茂市のホームページで行っていますので、
希望される事業者は登録申込書をダウンロードして必要事項を入力
し、市産業振興課（syokan@city.minokamo.lg.jp）へメールで提出し
てください。なお、掲載料・資料配付等に係る費用はすべて無料です。
　　　　　　　美濃加茂市ホームページ　
　　　　　　　　　　http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/

お問い合わせ先：美濃加茂市　産業振興課営業戦略係
　　TEL：0574-25-2111（内線253）

可茂総合庁舎
中山道会館

　　　
商工会館
岐阜市
　　　〃
　　　
　　　〃
商工会館

３月　
24日

　　  〃

４月　
7日

        8日
        〃
        〃

９日

新型コロナウイルス感染症対策協議会
　　　　　　　　　 　中濃圏域部会
NPO法人宿木　臨時総会

おん祭MINOKAMO２０２０実行委員会
岐阜県商工会議所人事管理委員会
県下専務理事会議
アクサ県内統一キャンペーン
　　　　　　キックオフミーティング
正副会頭会議

会頭
所長

会頭、専務
専務
  〃

  〃
正副会頭、専務

事務局日誌  ３月１６日～４月１５日

　　　　　　令和２年度「前期会費」ご請求の延期について
　令和２年５月２８日（木）に予定しておりました、令和２年度（前期会費）につきまして、
今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会情勢に鑑み、ご請求時期を延期させていただ
くことといたしました。
　ご請求に関しては、今後の動向を見ながらスケジュールが決まり次第、改めてご案内いたし
ますので、何卒ご了承いただきたくよろしくお願いいたします。
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全10回

　専門家があなたの悩みにお答えします

　　新型コロナウイルスに関する緊急相談会

　美濃加茂商工会議所では「新型コロナウイルスに関する緊急相談会」を
  以下の日程にて開催します。
　　雇用調整助成金・融資相談・経営の立て直し等について相談を受け付けて
　おります。

　　【開催内容】
　　　〇社会保険労務士による助成金等の相談
　　　　　　　　　　毎月第２火曜日の１０時～１２時
　　　〇日本政策金融公庫による緊急融資相談
　　　　　　　　　　毎月第３水曜日の１０時～１２時
　　　　　　　　　　　※５月２０日は１０時～１５時
　　　〇中小企業診断士による経営の立て直し相談
　　　　　　　　　　毎月第３水曜日の１０時～１２時

　　　※一回あたり３０分程度を予定しております。
　　　※マスク着用の上、ご来所ください。
　　　※待合時間の短縮を図るため、電話での事前予約をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel:0574-24-0123

2018
Vol.310

　外国人（特別永住者等を除く。）の雇入れ及び離
職の際、その氏名、在留資格等をハローワークへ
届け出てください。
　外国人労働者の適性な雇用の推進及び不法就労
の防止を図ることについて、事業主をはじめ皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。

問合わせ先：岐阜労働局職業対策課
　　　　　　　　　　（Tel:058-245-1314）
　　　　　　又は最寄りのハローワーク

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

～外国人雇用はルールを守って適性に～
　当所では、会員の皆様にご利用頂ける会議室
をご用意しております。
　しかし、皆様ご承知の通り、新型コロナウイ
ルス感染症が流行しており、４月１０日に岐阜
県が非常事態宣言を発令。４月１６日には全都
道府県へ緊急事態宣言が発令しました。
　これを受け当所としては、当面の間の会議室
貸出を中止することを決定しました。
　感染症の拡大を未然に防止するための措置で
すので、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、貸出再開については、当所HPや広報誌
等でご連絡させていただきます。

商工会館会議室の貸出について
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　地域資源を活用したものづくりで、よくあるのがご当地食

材を使った調味料や副食材です。ドレッシングやスパイス、

調味塩、ごはんのお供のたぐいです。農産物の６次産業化と

いえば調味料というくらい、全国で数え切れないほど多くの

調味料やドレッシングがつくられています。

　こうした商品は、食卓の上でメインとなる食品ではなく、

あくまでも脇役でありながら、ライバルが非常に多いジャン

ルです。ともすれば同じ地域で同じ素材を使った類似商品が

多数あります。

　私もいろいろな地域でこうした商品に取り組む事業者さん

の相談を受けたことがあります。ちょっと変な話ですが、皆

さん「きちんとおいしいもの」をつくろうとして、その結果

バランスの取れた、別の言い方をすれば目立った特徴のない

商品に仕上げてしまいがちです。

　もともと競合の多いジャンルですから、これではいくらお

いしくても、消費者がそれを選ぶ理由が弱いのです。あまた

ある競合の中からあえて選ばれるには、バランスを取って何

となくおいしいものをつくるよりも、目立った特徴があり、

それを誰かに語りたくなるほどとがったイビツな商品である

ことの方が望ましいのです。

　例えば、「日本一辛いトウガラシを使った〇〇」とか「日

本一ねばりの強い納豆味の〇〇」といった具合です。

　新潟の亀田製菓がつくっている「ハッピーターン」という

商品をご存じでしょうか。コンビニやスーパーで売られてい

るスナック菓子の代表的なロングセラー商品です。俵型のせ

んべいに独特の味がする洋風の調味粉をまぶしたものです。

　以前、取材で製造工場の中まで見せていただいたことがあ

ります。面白かったのは、味を決めている“魔法の粉”の濃

度を２倍、2.5倍に増量した商品を投入してヒットさせたこと

です。開発担当者に「それなら３倍、４倍に増やした商品は

どうですか？」と聞いたら、「これ以上調味粉を入れると塩

辛くて食べられないから」と言っていました。つまり、あえ

て特徴を付けるために「食べられる限界まで」味を濃くして

みた、というわけです。

　先日テレビで見かけた長野県のサンクゼールが展開する「

久世福商店」の商品開発にも似たような視点があると思いま

した。地方に埋もれた「良いものだけどあと一歩」の商品を

発掘しては、それが持つ長所や面白い点を「これでもか」と

強調するようにブラッシュアップし、特徴ある商品に育てて

全国デビューさせていました。

　「良いものなのになぜ売れない」と嘆くなら、何となくバ

ランスの良いものよりも、２番でなく１番を目指してとこと

んとがった商品に変身できないか考えてみるのも一つの戦略

だと思います。

「オンリーワンまで振り切って   

　　　　　とがらせる勇気を」

渡辺和博／わたなべ・かずひろ
日経BP総研マーケティング戦略研究所　上席研究員

  日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員

１９８６年筑波大学大学院理工学修士課程修了。同年、

日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジネス、

日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ

分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の商工会

議所などで地域振興や特産品開発のための講演・コ

ンサルを実施。消費者起点のものづくりをテーマに地

域発のヒット商品育成を支援している。

ビジネスのトラブル・債権回収・交通事故・相続・その他 法律
問題でお悩みの方は

　個別法律相談へ
（相談料無料・秘密厳守）

（定期相談日以外にも随時受付けます）
相談希望の方は、電話での予約をお願いします。TEL２４－０１２３　個別相談係へ

https://www.maedapatent.jp/



１０わくわくみのかも

　専門スタッフが無料相談（秘密厳守）にて応じており
ます。３日営業日前までにお電話にてご予約ください。商工専門相談窓口相談のご案内

　★市内金融機関☆　　
県小口融資　　２０００万円　    ０.８０％
       (返済期間：運転７年、設備１０年以内)
市小口融資　　２０００万円　    ０.７５％
　 (返済期間：運転８年、設備８年以内)
 

現 在 の 金 融 状 況
４月13日現在の金利は次の通りです。

【ホームページ】　　　　　　　　　　　　　
　  http://www.cci.minokamo.gifu.jp/

★日本政策金融公庫☆ 
                  限度額　　金利
経営改善貸付　２０００万円　    １．2１
％

　【E-mail】

　  info@cci.minokamo.
    gifu.jp

中小企業相談所(ＴＥＬ：0574-24-0123)

日 月 火 水 木 金 土

３　　　　 ４　　　     ５　　 　　  ６　　　 　　７　　　　  ８     　　 ９

10 　　　　 11　　　     12　　   　  13　　　     14　　　　 15　　　 　 16

17 　　　　 18　　　     19　　 　　 20　　　 　  21　　　　　22　　　　　23

24 　　　   25　　　  　 26 　　 　　27　　  　　28          29　　 　　 30

〇よろず支援

営業日 お休み

５月  ６月
開催日時

開催日時

開催日時

開催日時

開催日時

相談員

相談員

相談員

相談員

相談員

開催日時

相談員

安田　昌孝  税理士

水野　輝彦  中小企業診断士

日本政策金融公庫

川島  和男  弁護士

よろず支援コーディネーター よろず支援コーディネーター

清水清隆社会保険労務士

〇よろず支援

日本政策金融公庫

安田　昌孝  税理士

水野　輝彦  中小企業診断士

4/26　　　  27 　　　　 28　　　    29         30          5/1　　　　　9

〇よろず支援

相談内容

税務相談

創業・経営革新相談

金融相談

労務・年金相談

法律相談

よろずビジネス相談

８日、１５日、２２日、２９日
１３時～１７時

〇労務・年金
　個別相談

〇創業・経営革新
　個別相談
○金融個別相談

〇税務個別相談

１２日(火)　１０時～１２時

１５日(水)　１０時～１５時

２５日(月)　１３時～１５時

２０日(水)　１０時～１２時

天皇
即位の日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日

〇よろず支援

１８日(木)　１０時～１２時

１７日(水)　１０時～１２時

２２日(月)　１３時～１５時

１７日(水)　１０時～１２時

５日、１２日、１９日、２６日
１３時～１７時

　９日(火)　１０時～１２時
清水清隆社会保険労務士
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